
白河市来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金交付要綱 

 

平成３０年白河市告示第８５号  

改正 

           令和３年３月２９日要綱第５８号 

           令和４年６月１日要綱第１６号 

令和５年３月２８日要綱第６１号 

令和６年４月１日要綱第２号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市への移住及び定住の促進、地域の活性化並びに良質な住宅ストッ

クの形成を図り、もって人口減少対策と地方創生の実現に寄与するため、県外から市内へ、

市外から市内へ移住するために住宅の取得を行った者に対し、予算の範囲内で補助金を交

付することについて、白河市補助金等交付規則（平成１７年白河市規則第３９号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 県外移住者 県外から市内に移住し、かつ、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号。以下「法」という。）第２２条に規定する転入をした者をいう。 

(2) 市外移住者 県内の他市町村から市内に移住し、かつ、法第２２条に規定する転入を

した者をいう。 

(3) 定住 本市の住民として永住の意思をもって居住し、本市の住民基本台帳に記録され、

かつ、生活の根拠地が本市にあることをいう。 

(4) 住宅 戸建住宅、集合住宅又は、住宅部分の床面積の合計が全体の床面積の２分の１

以上の併用住宅をいう。 

(5) 取得 自己の居住の用に供するため、市内の新築住宅又は中古住宅を工事請負契約又

は売買契約（以下「契約」という。）により取得し、自己の名義で所有権保存登記又は所

有権移転登記を完了することをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア がけ地近接等危険住宅移転事業補助金を活用した取得 

イ 公共工事に伴う移転補償による取得 

ウ 白河市行政分譲地建築助成金を受けた取得 

エ 福島県多世代同居・近居推進事業の補助を受けた取得  

(6) 基準日 補助金の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）を取得した日を 

いう。 

(7) 誘導居住面積水準 住生活基本計画（平成２３年３月１５日閣議決定）に規定する水

準をいう。 



(8) 市税等 本市において課税される地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する

市町村税及び本市へ転入する前の所在地において課税される地方税法に規定する市町村

税（特別区税を含む。）をいう。 

(9) 若年者 基準日において、４０歳未満の者をいう。 

(10) 子育て世帯 基準日において、１８歳未満の子ども（１８歳に達する日以降の最初

の３月３１日までの間にある就労していない者をいい、出生以降に同居する予定の妊娠

中の子（出産予定であることが母子手帳等で確認できるものに限る。）を含む。）と同居

している世帯をいう。 

(11) 新婚世帯 基準日において、婚姻の届出をした日から起算して３年未満の世帯をい

う。 

(12) 誘致企業 白河市企業立地促進条例（平成１７年白河市条例第１２５号）第３条に

規定する奨励金の交付資格を有する企業をいう。 

(13) 認定就農者 白河市長から青年等就農計画（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年

法律第６５条）第１４条の４第１項に規定する青年等就農計画をいう。）の認定（同条第

３項の規定による認定をいう。）を受けた者をいう。 

(14) 空き店舗対策事業者 白河商工会議所が実施する中心市街地空き店舗対策事業によ

る家賃補助の交付決定を受けた事業者をいう。 

(15) 市内業者 市内に本店若しくは本社を有する法人又は本市に住所を有し、かつ、現

に居住している個人事業主をいう。 

(16) 長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）

に基づく、長期優良住宅の認定を受けた住宅をいう。 

(17) 低炭素建築物 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）に

基づく、低炭素建築物新築等認定計画の認定を受けた住宅をいう。 

(18) ＺＥＨ 第三者認定機関による、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス認定を受けた住

宅をいう。 

(19) 中心市街地 第４期白河市中心市街地活性化基本計画区域の対象区域をいう。 

(20) 過疎地域 白河市過疎地域持続的発展計画において、国で定める人口要件又は財政

力要件を満たす地域をいう。 

(21) 空家バンク登録物件 白河市空家バンク設置要綱（平成２８年白河市告示第１７７

号）第３条第２項の登録を受けた空家をいう。 

（補助金の交付対象） 

第３条 補助金の交付は、第５条の交付対象者が次条の補助対象住宅を取得した場合につい

て行う。 

（補助対象住宅） 

第４条 補助対象住宅は、次の各号に掲げる要件を全て満たす住宅とする。 

(1) 契約を締結した日が平成３０年４月１日以降のものであること。 

(2) 建築基準法等の関係法令に適合していること。 



(3) 戸建住宅にあっては、その延べ面積は原則として、誘導居住面積水準のうち一般型誘

導居住面積水準を満たしていること。 

(4) 集合住宅にあっては、その延べ面積は原則として、誘導居住面積水準のうち都市居住

型誘導居住面積水準（当該水準により算出した面積が７５㎡超の場合は、７５㎡）を満

たしていること。 

(5) 昭和５６年５月３１日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅にあっては、事業実施

年度末までに白河市木造住宅耐震診断者派遣事業等による耐震診断を完了していること。 

（補助金の交付対象者） 

第５条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 県外移住者又は市外移住者であること。 

(2) 当該住宅の持分が２分の１以上であること。 

(3) 補助金交付年度の翌年度から起算して３年以上継続して、補助対象住宅に定住するこ

と。 

(4) 原則として、補助金交付年度内に市内への移住が完了していること。 

(5) 定住する地域の町内会に現に加入し、又は加入する見込みがあること。 

(6) 定住する前の住所がある市町村（特別区を含む。）の住民基本台帳に、定住を開始し

た前日から起算して１年以上継続して市外に居住していた記録があること。ただし、平

成３０年４月１日以降において契約前に移住準備等のため市内に定住した場合は、定住

を開始した日から基準日までの期間が３年未満であり、かつ、定住する前の住所がある

市町村（特別区を含む。）の住民基本台帳に、定住を開始した前日から起算して１年以上

継続して市外に居住していた記録があること。 

 (7) 同一世帯全員が申請日において納期限の到来している市税等を完納していること。 

(8) この要綱に基づく補助を受けていないこと。 

(9) 暴力団関係者（白河市暴力団排除条例（平成２４年白河市条例第３１号）第２条第３

号の暴力団員及び同条例第１０条の社会的非難関係者をいう。）でないこと。 

（補助金の対象経費） 

第６条 補助対象となる経費は、次に掲げる経費を除く住宅取得に係る経費（消費税を除く。）

とする。 

(1) 土地取得費 

(2) 外構工事等に要する経費 

(3) 併用住宅における住宅部分以外の経費 

(4) 国又は地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、前条に規定する経費に２分の１を乗じて得た額と、別表に掲げる額の合

計額とを比較していずれか低い額とする。 

２ 前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。 



（補助金の交付の申請） 

第８条 補助金の交付の申請は、規則第５条第１項の規定にかかわらず、白河市来て「しら

かわ」住宅取得支援事業補助金交付申請書（第１号様式）によるものとし、基準日から起

算して６箇月以内に次に掲げる書類を添え、提出しなければならない。 

(1) 誓約書（第２号様式） 

 (2) 同一世帯全員の住民票の写し 

(3) 市外に継続して１年以上居住していたことを証明できる戸籍の附票、住民票除票等 

(4) 同一世帯全員の納税証明書（課税がない者にあっては、所得課税証明書） 

(5) 案内図、配置図、平面図、立面図その他補助対象住宅の内容が確認できる書類の写し 

(6) 工事請負契約書又は売買契約書の写し 

(7) 固定資産評価額証明書（土地付き住宅を取得した場合に限る。） 

(8) 建物登記簿の全部事項証明書 

(9) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項又は第７条の２第５項の規定

により交付を受けた検査済証の写し（当該住宅を新築した場合に限る。） 

(10) 建築基準法第６条第４項若しくは第６条の２第１項の規定により交付を受けた確認

済証の写し又はそれに相当するもの（当該住宅を売買により取得した場合に限る。）。た

だし、取得した住宅が昭和５６年５月３１日以前に建築された住宅である場合に、前

段に規定する書類を提出し難いときは、次号に掲げる書類をもってこれに代えること

ができる。 

(11) 耐震診断を受けたことが確認出来る書類の写し（昭和５６年５月３１日以前に建築

された中古住宅である場合に限る。） 

(12) 取得した住宅の建物全景写真 

(13) 母子健康手帳の写し（妊娠中であることを理由として子育て世帯に該当する場合で、

加算を申請する場合に限る。） 

(14) 婚姻後の戸籍謄本等（加算を申請する場合に限る。） 

(15) 誘致企業との雇用関係が分かる書類（加算を申請する場合に限る。） 

(16) 青年等就農計画認定書の写し（加算を申請する場合に限る。） 

(17) 空き店舗対策事業者の家賃補助交付決定通知書等の写し（加算を申請する場合に限

る。） 

(18) 設計業務委託契約書の写し（加算を申請する場合に限る。） 

 (19)  長期優良住宅の認定書等の写し（加算を申請する場合に限る。） 

(20)  低炭素建築物新築等認定計画の認定書等の写し（加算を申請する場合に限る。） 

(21)  ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス認定書等の写し（加算を申請する場合に限る。） 

(22) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容等を審査の上、

補助金の交付の可否を決定し、白河市来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金交付決定



（却下）通知書（第３号様式）により、補助金の交付を申請した者に通知する。 

（補助金交付の条件等） 

第１０条 市長は、補助金の交付を決定する場合は、補助金の交付の目的を達成するため、

次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 市長が必要と認める事項についての確認及び検査を求めたときは、これに協力するこ

と。 

(2) 規則、この要綱及び関係法令を遵守すること。 

(3) 補助金交付年度の翌年度から起算して３年以内に補助対象住宅に定住しなくなった

ときは、次に掲げる場合を除き、補助金の全部又は一部を返還すること。 

ア 第９条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）

が死亡した場合 

イ その他市長が相当と認める場合 

（実績報告） 

第１１条 規則第１６条に規定する補助事業等実績報告書の提出は要しないものとする。 

（補助金の交付請求） 

第１２条 補助事業者は、白河市来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金交付請求書（第

４号様式）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定

を取り消すことができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 

(2) 申請日の属する年度内に前条の請求を行わないとき。 

(3) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。 

(4) 前各号に類するもので、市長が必要と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、白河市来て「しらか

わ」住宅取得支援事業補助金取消通知書（第５号様式）により通知する。 

（補助金の返還） 

第１４条 補助金の交付を受けた者（以下「被交付者」という。）は、前条の規定により交付

決定を取り消された場合又は第１０条第３号の規定により補助金を返還することとなった

場合は、市長が定める期日までに当該補助金を返還しなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第１５条 本補助金により取得した住宅の規則第２４条第１項ただし書に規定する市長が定

める期間は、１０年とする。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 附 則 

この要綱は、平成３０年５月１日から施行する。 



 附 則（令和３年３月２９日要綱第５８号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則（令和４年６月１日要綱第１６号） 

この要綱は、令和４年６月１日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年３月２８日要綱第６１号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行し、同日以後の補助金の申請について適用する。 

  附 則（令和６年４月１日要綱第２号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行し、同日以後の補助金の申請について適用する。 

 

別表（第７条関係） 

区分 要件 補助金額 

補助基本額 

県外移住者で誘導居住面積水準

以上の住宅 

７０万円 

県外移住者で誘導居住面積水準

未満の住宅 

７０万円 

市外移住者で誘導居住面積水準

以上の住宅 

７０万円 

市外移住者で誘導居住面積水準

未満の住宅 

３０万円 

加

算

額 

１ 年齢や世帯構成に関する加算  

 額 

若年者、子育て世帯又は新婚世

帯のいずれかに該当する場合 

１０万円 

２ 就業や雇用の促進に関する加 

算額 

誘致企業従業員、認定就農者又

は空き店舗対策事業者のいずれ

かに該当する場合 

１０万円 

３ 地域産業の活性化に関する加 

算額 

次の各号いずれかに該当する場

合 

(1) 市内業者が工事を施工し

た場合（移住した世帯を構成

する者が市内で施工業を営む

ものであって、かつ、その者が

施工した場合を除く。） 

(2) 市内業者が住宅を設計し

た場合（移住した世帯を構成

する者が市内で建築士事務所

を営むものであって、かつ、そ

の者が設計した場合を除く。） 

１０万円 

４ 脱炭素化や省エネルギー化に 補助対象住宅が長期優良住宅、 １０万円 



関する加算額 低炭素建築物又はＺＥＨのいず

れかに該当する場合 

５ 居住地の誘導に関する加算額 中心市街地又は過疎地域内に補

助対象住宅を取得した場合 

１０万円 

６ 空家バンク登録物件に関する 

加算額 

空家バンク登録物件から補助対

象住宅を取得した場合 

１０万円 

備考 

１ 別表中１から６までの加算額の合計額は、３０万円を上限とする。 

２ 福島県の「来て ふくしま 住宅取得支援事業実施要綱」（平成２９年８月２１日付け２９

建第１０５８号福島県土木部長通知）に定める要件に該当する場合は、当該事業の補助金交

付要綱に基づき算定された額を加算するものとする。ただし、県の予算の範囲内で交付され

る額を限度とする。 

 


